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さいたま市公告（調達）第４６号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和５年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
児童生徒用タブレット型コンピュータ賃貸借（Ｒ５年） 

⑵ 借入場所 
さいたま市浦和区岸町４－１－２９ さいたま市立高砂小学校外 

⑶ 数量・特質等 
入札説明書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和５年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」の資格を有すると認められ

た者であること。なお、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下

「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管

理部契約課に所定の様式により、令和５年４月１４日（金）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研究所 

担当 管理係 電話 ０４８（８３８）０７８１ 

⑵ 交付期間 
公告の日から令和５年４月２１日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から
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午後４時まで） 
⑶ 交付方法 

  ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年４月２８日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料（設定費用等、当該業務に係る経費の全てを含む。）

１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 
令和５年５月１１日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 
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〒３３０－００６４ さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研

究所 
⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月１５日（月）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市立教育研究所３階第３研修室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 
⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月１５日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研究所 
電話 ０４８（８３８）０７８１ ＦＡＸ ０４８（８３８）０８８８ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 
ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会教育研究所及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

  Tablet computers for student use (FY 2023). 

⑵ Date and time of tender: 

  May 15, 2023, 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

   Institute of Education, Board of Education, Saitama City 

     6-13-15 Kishicho, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-0064, Japan 

     Tel: 048-838-0781 

 

 

〇特定調達契約に係る一般競争入札の中止 

さいたま市公告（調達）第４７号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第

６条の規定により令和５年２月１５日さいたま市公告（調達）第３２号において公告した一般競争入

札について、次のとおり中止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第１４条第２項の規定により公示する。 
令和５年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 中止とした一般競争入札 
  件名 さいたま市立武蔵浦和保育園外４９園で使用する電気 
２ 中止とした理由 
  入札参加者がないため。 
 

さいたま市公告（調達）第４８号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第 
６条の規定により令和５年１月２０日さいたま市公告（調達）第１７号において公告した一般競争入

札について、次のとおり中止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第１４条第２項の規定により公示する。 
令和５年３月３１日 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市長 清 水 勇 人   
１  中止とした一般競争入札 

件名  さいたま市東部環境センターで使用する電気 
２  中止とした理由 

入札参加者がないため。 
 
さいたま市公告（調達）第４９号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第

６条の規定により令和５年２月１５日さいたま市公告（調達）第３４号において公告した一般競争入

札について、次のとおり中止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第１４条第２項の規定により公示する。 
令和５年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 中止とした一般競争入札 
  件名 さいたま市立高砂小学校外１６１校で使用する電気 
２ 中止とした理由 
  入札参加者がないため。 
 
さいたま市公告（調達）第５０号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第

６条の規定により令和５年２月１５日さいたま市公告（調達）第３６号において公告した一般競争入

札について、次のとおり中止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第１４条第２項の規定により公示する。 
令和５年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 中止とした一般競争入札 
  件名 さいたま市立指扇公民館外４０館で使用する電気 
２ 中止とした理由 
  入札参加者がないため。 
 

 

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公告（調達）第５１号 

次のとおり落札者等について公示します。 

令和５年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住
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所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 

①５１－１ ②さいたま市印刷センター印刷業務 一式 ③さいたま市総務局総務部総務課 さいた

ま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月１０日 ⑤株式会社ＭＤＰ 代表取締役 望月一彦 さ

いたま市浦和区常盤３－１－１０ １Ｆ ⑥３３，２１０，６１７円 ⑦随意契約 ⑧令和５年１月

２０日さいたま市公告（調達）第３号 ⑨地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の２第１項第８号該当 

 

①５１－２ ②さいたま市市税等収納滞納帳票作成業務 一式 ③さいたま市財政局税務部収納対策

課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月７日 ⑤株式会社コタニ浦和営業所 所長 

平沢貴夫 さいたま市浦和区仲町２－１４－７－２０３ ⑥２８，８８２，２６０円 ⑦一般競争入

札 ⑧令和５年１月２０日さいたま市公告（調達）第９号 

 

①５１－３  ②さいたま市療育センターさくら草送迎バス運行業務 一式 ③さいたま市子ども未来

局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草 さいたま市桜区田島２－１６－２ ④令和

５年３月６日 ⑤関東自動車株式会社 代表取締役 宇野三花 さいたま市浦和区仲町２－３－１９ 

平田ビル３階 ⑥３３，５１９，４２０円 ⑦一般競争入札 ⑧令和５年１月２０日さいたま市公告

（調達）第１４号  

 

①５１－４ ②さいたま市西部環境センター粗大ごみ処理施設運転管理業務 一式  ③さいたま市環

境局施設部西部環境センター さいたま市西区大字宝来５２－１ ④令和５年３月９日 ⑤川重環境

エンジニアリング株式会社 代表取締役 近藤哲也 東京都江東区木場２－１７－１２ ⑥９７，６

８０，０００円 ⑦随意契約 ⑧令和５年１月２０日さいたま市公告（調達）第１６号 ⑨地方自治

法施行令第１６７条の２第１項第８号該当 

 

 

〇競争入札参加資格審査に関する告示 

さいたま市告示第５１９号 
さいたま市水道局告示第３２号 

令和５・６年度のさいたま市及びさいたま市水道局における競争入札の参加資格に関する審査結果

について、次のとおり公表する。 
令和５年３月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明 

 
競争入札参加有資格者数 

 市内 県内 県外 合計 
建設工事 ５７４ ６４５ １０２０ ２２３９ 
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設計・調査・測量 １６３ ２０１ ７７９ １１４３ 
土木施設維持管理 ２７４ ２１３ １２０ ６０７ 

物品納入等 ６３９ ２８１ １２７４ ２１９４ 
業務委託 ７４８ ３２３ １９０１ ２９７２ 

合計 ２３９８ １６６３ ５０９４ ９１５５ 

※主たる営業所の所在地による 
 
さいたま市告示第５２０号 

さいたま市水道局告示第３３号 
 令和５・６年度のさいたま市及びさいたま市水道局が発注する建設工事の請負に係る一般競争入札

又は指名競争入札に参加を希望する者の資格審査に関する等級の区分（以下「等級区分」という。）の

方法を定めたので、次のとおり公表する。 

令和５年３月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明 

１ 等級区分する業種 

  等級区分は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、舗装工事業

及び造園工事業について行うものとし、他の業種については行わない。 

２ 等級区分する方法 

  等級区分は、３に定める資格審査数値及び４に定める技術者数を基に５に定める等級区分基準に

従って、業種ごとに行うものとする。 

３ 資格審査数値 

  資格審査数値は、次に掲げる点数を合計した数値とする。 

□⑴ 経営事項審査の総合評定値 

   建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３に規定する経営事項審査の総合評定値

（平成２０年国土交通省告示第８５号（以下「国土交通省告示」という。）第一に規定する経営規

模、経営状況、技術力及びその他の審査項目（社会性等）を、国土交通省告示第二に定める基準

（以下「国土交通省告示に定める基準」という。）に従って審査し、国土交通省告示並びに平成２

０年１月３１日付け国総建第２６９号「経営事項審査の事務取扱について」及び同別紙「経営規

模等評価の結果を評点で表す方法」（以下「事務取扱別紙」という。）により算出した評点とする。 

ただし、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく中小企業等協同組合及

び中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく中小企業団体等（以

下「協同組合等」という。）のうち、建設業法第３条の規定による許可を受け、かつ、官公需適格

組合の証明を受けた者であって資格審査に係る工事種別の官公需適格組合の算出方法の特例を希

望する者（以下「組合」という。）については、次のとおり取り扱うものとする。 

  ア 経営規模及び技術力の審査は、当該組合と５以内の組合員（当該組合の理事並びに当該組合

の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。）の次に掲げる事項の合計値を

用いて、国土交通省告示に定める基準に準じて行うものとする。 

   (ア) 工事の種類別年間平均完成工事高 
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(イ) 工事の種類別年間平均元請完成工事高 

(ウ) 自己資本の額 
(エ) 利益額 
(オ) 技術職員の数 

イ 経営状況及びその他の審査項目（社会性等）の評点は、当該組合と５以内の組合員の事務取

扱別紙に定める当該評点の平均値（小数点以下第１位を四捨五入した数値）を用いるものとす

る。 
⑵ 発注者別評価点 

発注者別評価点は、次に定める項目の付与点数を合計した点数とする。ただし、発注者別評価点の合

計が０点未満となった場合には、発注者別評価点の合計を０点とする。また、協同組合等については、

当該協同組合等として要件を満たしている場合を加減点対象とする。 

評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

災害時復旧協

力協定締結 

以下のいずれかに該当する者 

○ さいたま市長と「大規模災害時に

おける災害応急対策業務及び建設

資材調達に関する協定」を締結して

いる団体に加盟し、応急復旧業務・

工事に協力することとなっている

こと 

○ さいたま市水道事業管理者と「災

害時における復旧工事の協力に関

する協定」を締結している団体に加

盟し、復旧工事に協力することとな

っていること 

○ さいたま市長と「災害時における

電気設備の復旧に関する協定」を締

結している団体に加盟し、復旧活動

等の支援に関して協力することと

なっていること 

○ 上記と類似の協定等について、さ

いたま市長又はさいたま市水道事

業管理者と災害時における応急復

旧業務に関する協定等を締結して

いる団体に加盟し、又は協定等を締

結し、応急復旧工事に協力すること

となっていること 

なお、締結している協定等は令和

４年９月１日現在有効なもののみ

とする。 

３０点 協定締結団体に

加盟又は協定を

締結している

者・申請全業種 

品質管理 公益財団法人日本適合性認定協会（以

下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢと相

互認証している認定機関に認定されて

いる審査登録機関が認証したＩＳＯ９

００１の認証を取得している場合 

１０点 全者・申請全業種 
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評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

優秀建設工事

業者表彰 

令和３年度・令和４年度に「さいたま

市優秀建設工事業者表彰」を受けた者 

受賞１案件につき２０

点 

受賞者・該当業種 

入札参加停止 令和３年１月１日から令和４年１２

月３１日までの間の入札参加停止の期

間に応じて減点 

１月につき－５点 全者・申請全業種 

工事成績 ① 令和３年１月１日から令和４年１

２月３１日までの間に受けた本市発

注工事の工事検査に係る工事成績の

平均点に応じ加減点 （ 共同企業体で

の実績は除く。また、実績のない者は

０点とする｡） 

 

 

 

 

 

工事成績 

平均点 

加減点 全者・該当業種 

８２点以上 ３０点 

７９点以上 

８２点未満 

２０点 

７６点以上 

７９点未満 

１０点 

６５点以上 

７６点未満 

０点 

６５点未満 －２０点 

② ①の算出の基礎となった工事成績

中６５点に満たない案件があった場

合 

１案件につき－５点 

地域加算 さいたま市内に建設業法に基づく主

たる営業所を有する者 

２０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

女性技術者又

は若手技術者

の雇用 

建設業法第７条第２号及び同法第１

５条第２号に規定する専任の技術者（実

務経験のみによるものは除く。）になり

得る女性技術者又は若手技術者（申請日

現在３５歳未満の者）が１人以上常勤し

ている場合（従業員にあっては申請日に

おいて既に３か月以上の雇用関係にあ

り、以後１年以上の雇用が見込まれるも

のに限る。） 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 
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評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

ＣＰＤＳ／Ｃ

ＰＤ（継続学

習）の取組み

状況 

ＣＰＤＳ／ＣＰＤ（継続学習）に取

組んでいる技術者の取得した単位数に

応じ、申請時に在籍している企業に対

し、加点する。ただし、下記①～③に

ついては、平成２９年１０月１日から

令和４年９月３０日の期間で取得した

もの、④については、平成３０年４月

１日から令和４年９月３０日の期間で

取得したものとする。 

① 「一般社団法人全国土木施工管

理技士会連合会」が実施する継続

学習制度における企業ごとの取得

単位数 

② 「建築ＣＰＤ運営会議」が実施

する情報提供制度(ＣＰＤ)におけ

る企業ごとの認定時間数 

③ 「公益社団法人土木学会」が実

施する継続教育制度における企業

ごとの取得単位数 

④ 「造園ＣＰＤ協議会」が実施す

る継続教育制度(ＣＰＤ)における

企業ごとの取得単位数 

 

①一般社団法人全国土

木施工管理技士会連合

会 

取得単位数 配点 

１～１９ １点 

２０～３９ ２点 

４０～５９ ４点 

６０～７９ ６点 

８０～９９ ８点 

１００～ １０

点 

 

②建築ＣＰＤ運営会議 

取得単位数 配点 

１～１１ １点 

１２～２３ ２点 

２４～３５ ４点 

３６～４７ ６点 

４８～５９ ８点 

６０～ １０

点 

 

③公益社団法人土木学

会、④造園ＣＰＤ協議

会 

取得単位数 配点 

１～４９ １点 

５０～９９ ２点 

１００～ 

１４９ 

４点 

１５０～ 

１９９ 

６点 

２００～ 

２４９ 

８点 

２５０～ １０

点 

※申請業種ごとの上限

は１０点とする 

市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者 

①対象業種 

土木工事業 

管工事業 

舗装工事業 

②対象業種 

建築工事業 

電気工事業 

管工事業 

③対象業種 

土木工事業 

管工事業 

舗装工事業 

④対象業種 

造園工事業 
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評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

障害者雇用 〇 障害者の雇用の促進等に関する法

律（昭和３５年法律第１２３号）第

４３条に係る報告義務がある場合、

申請日直近の６月１日現在において

雇用する障害者の数が法定雇用障害

者数以上であり、主たる営業所を管

轄する公共職業安定所に障害者の雇

用に関する報告書を提出した者 

〇 障害者の雇用の促進等に関する法

律第４３条に係る報告義務がない場

合、申請日時点において障害者を１

人以上雇用し、障害者雇用の状況を

提出した者 

２０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

環境への配慮

等 
ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証してい

る認定機関に認定されている審査登録

機関が認証したＩＳＯ１４００１の認

証を取得している場合、又は一般財団法

人持続性推進機構によりエコアクショ

ン２１の認証を取得している場合 

１０点 全者・申請全業種 

子育て支援 ○ 従業員１００人以下の企業等の場

合、次世代育成支援対策推進法（平

成１５年法律第１２０号）に基づく

一般事業主行動計画を策定し、同法

第１２条の規定による届出を労働局

へ提出した者（申請日現在、一般事

業主行動計画の計画期間中であるこ

と）、又は同法第１５条の２の規定に

よる認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場

合、同法第１３条又は第１５条の２の

規定による認定を受けている者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 
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評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

女性の活躍推

進 

○ 従業員１００人以下の企業等の場

合、女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律（平成２７年法律第６

４号）に基づく一般事業主行動計画を

策定し、同法第８条の規定による届出

を労働局へ提出した者（申請日現在、

一般事業主行動計画の計画期間中で

あること）、又は同法第１２条の規定

による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場

合、同法第９条又は第１２条の規定

による認定を受けている者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

消防団協力事

業所 

さいたま市消防団協力事業所表示制

度実施要綱第６条の規定により、消防

団協力事業所として認定を受けている

者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

協力雇用主 法務省さいたま保護観察所に協力雇

用主として登録されている者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

その他 以下のいずれかに該当する者 

〇 さいたま市と包括連携協定を締結

している者 

〇 さいたま市ＳＤＧｓ認証企業とし

て認証されている者 

〇 さいたま市健康経営企業として認

定されている者 

１０点 該当者・申請全

業種 

 
４ 技術者数 

  技術者数は、１級相当技術者の数であり、さいたま市競争入札参加資格に関する公示に定める資

格審査基準日の経営事項審査における総合評定値通知書の技術職員数の一級欄に記載された者の数

とする。なお、官公需適格組合については、３⑴ア(ｵ)に定める技術職員のうち１級相当技術者の合

計値とする。 
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５ 等級区分基準 

⑴ 土木工事業 
等級 基準 

Ｓ 資格審査数値が１０００点以上、かつ、１級相当技術者数が１０人以上 

Ａ 資格審査数値が８００点以上、かつ、１級相当技術者の数が５人以上 

Ｂ 資格審査数値が７００点以上、かつ、１級相当技術者の数が２人以上 

Ｃ Ｓ、Ａ及びＢの基準に該当しない場合 

⑵ 建築工事業 
等級 基準 

Ｓ 資格審査数値が１０００点以上、かつ、１級相当技術者数が１０人以上 

Ａ 資格審査数値が８００点以上、かつ、１級相当技術者の数が３人以上 

Ｂ 資格審査数値が７００点以上、かつ、１級相当技術者の数が１人以上 

Ｃ Ｓ、Ａ及びＢの基準に該当しない場合 

⑶ とび・土工工事業、電気工事業及び舗装工事業 

等級 基準 

Ａ 資格審査数値が８２０点以上、かつ、１級相当技術者の数が３人以上 

Ｂ 資格審査数値が７１０点以上 

Ｃ 資格審査数値が７１０点未満 

⑷ 管工事業 

等級 基準 

Ａ 資格審査数値が８２０点以上、かつ、１級相当技術者の数が３人以上 

Ｂ 資格審査数値が７１０点以上、かつ、１級相当技術者の数が１人以上 

Ｃ Ａ及びＢの基準に該当しない場合 

⑸ 造園工事業 

等級 基準 

Ａ 資格審査数値が７５０点以上、かつ、１級相当技術者の数が１人以上 

Ｂ 資格審査数値が６００点以上 

Ｃ 資格審査数値が６００点未満 

 

さいたま市告示第５２１号 

さいたま市水道局告示第３４号 

 令和５・６年度のさいたま市及びさいたま市水道局が発注する建物管理等、警備及び清掃の業務に

係る一般競争入札又は指名競争入札に参加を希望する者の資格審査に関する等級の区分（格付）（以下

「等級区分」という。）の方法を定めたので、次のとおり公表する。 

  令和５年３月２２日 
さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明   

１ 等級区分する方法 

  等級区分は、２に定める資格審査数値を基に５に定める等級区分基準に従って、業務ごとに行う
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ものとする。 

２ 資格審査数値 

  資格審査数値は、３に定める経営財務状況の点数に４に定める発注者別評価項目の点数を加算し

た数値とする。ただし、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組

合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協

業組合（以下「協同組合等」という。）のうち、官公需適格組合の証明を受けた者であって資格審査

に係る業務の官公需適格組合の算出方法の特例の適用を希望する者（以下「組合」という。）の資格

審査数値は、３⑹に定める「営業期間」を除き当該組合と５以内の組合員（当該組合の理事並びに

当該組合の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。）の合計値を用いて算出す

るものとする。 

３ 経営財務状況の点数 

  経営財務状況の点数は、次に定める項目の点数の合計とする。 
⑴ 平均売上額 

平 均 

売上額 
２０億円以上 

１５億円以上 

２０億円未満 

１０億円以上 

１５億円未満 

７億円以上 

１０億円未満 

４億円以上 

７億円未満 

３億円以上 

４億円未満 

点 数 ３５点 ３３点 ３１点 ２９点 ２７点 ２５点 

平 均 

売上額 

２億円以上 

３億円未満 

15 千万円以上 

２億円未満 

１億円以上 

15 千万円未満 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

点 数 ２３点 ２１点 １９点 １７点 １５点 １３点 

平 均 

売上額 

３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 
５百万円未満 

 

点 数 １１点 ９点 ７点 ５点 ３点 

⑵ 自己資本の額 

自己資本

の額 
１億円以上 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

点 数 １５点 １４点 １３点 １１点 ９点 ７点 

自己資本

の額 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 

１百万円以上 

５百万円未満 

０円以上 

１百万円未満 
マイナス資本 

 

点 数 ５点 ３点 ２点 １点 －２点 

⑶ 流動比率 

流 動 

比 率 
１５０以上 

１３０以上 

１５０未満 

１１０以上 

１３０未満 

９０以上 

１１０未満 

７０以上 

９０未満 
７０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 

⑷ 自己資本比率 

自己資本

比率 
５０以上 

４０以上 

５０未満 

３０以上 

４０未満 

２０以上 

３０未満 

１０以上 

２０未満 
１０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 

⑸ 従業員数 
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従 業 

員 数 
３００人以上 

１００人以上 

３００人未満 

５０人以上 

１００人未満 

１０人以上 

５０人未満 
１０人未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 １点 

⑹ 営業期間 

営 業 

期 間 
１０年以上 

５年以上 

１０年未満 

３年以上 

５年未満 

２年以上 

３年未満 

１年以上 

２年未満 
１年未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 ０点 

４ 発注者別評価項目の点数 

発注者別評価項目の点数は、次に定める項目の点数の合計とする。ただし、発注者別評価項目の

点数の合計が０点未満となった場合には、発注者別評価項目の点数の合計を０点とする。 

⑴ 障害者雇用 

雇 用 

法定雇用障害者

数以上を雇用し

ている 

法定雇用障害者

数以上を雇用し

ていない 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１

２３号）第４３条に係る報告義務がある場合、申請日直近の

６月１日現在において雇用する障害者の数が法定雇用障害者

数以上であり、主たる営業所を管轄する公共職業安定所に障

害者の雇用に関する報告書を提出した者 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に係る報告義

務がない場合、申請日時点において障害者を１人以上雇用し、

障害者雇用の証明書を提出した者 

 

 なお、協同組合等については、当該協同組合等として要件

を満たしている場合を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑵ 子育て支援 

届 出 

又は 

認 定 

有 無 

○ 従業員１００人以下の企業等の場合、次世代育成支援対策推進法

（平成１５年法律第１２０号）に基づく一般事業主行動計画を策定

し、同法第１２条の規定による届出を労働局へ提出した者（申請日現

在、一般事業主行動計画の計画期間中であること）又は同法第１５条

の２の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第１３条又は第１５条の

２の規定による認定を受けている者 

 なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を満たして

いる者を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 
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⑶ 女性の活躍推進 

届 出 有 無 
○ 従業員１００人以下の企業等の場合、女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）に基づく一般事業主

行動計画を策定し、同法第８条の規定による届出を労働局へ提出した

場合（申請日現在、一般事業主行動計画の計画期間中であること）又

は同法第１２条の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第９条又は第１２条の規

定による認定を受けている者 

 なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を満たして

いる者を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑷ ＩＳＯ・エコアクション２１認証取得 

認 証 

取 得 

ＩＳＯ９００1 

ＩＳＯ１４００１ 

又は 

エコアクション２１ 

○ ＩＳＯ９００１ 

  公益財団法人日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」

という。）又はＪＡＢと相互認証している認定機関

に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ

９００１の認証を取得している場合 

○ ＩＳＯ１４００１又はエコアクション２１ 

ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関

に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ

１４００１の認証を取得している場合、又は一般財

団法人持続性推進機構によりエコアクション２１

の認証を取得している場合 

 

  なお、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１又はエ

コアクション２１のいずれの場合も、協同組合等

については、当該協同組合等としての認証取得を

加点対象とする。 

有 無 有 無 

点 数 ５点 ０点 ５点 ０点 

⑸ その他 

締結、 

認証 

又は認定 

さいたま市と包括連携協定、 

さいたま市ＳＤＧｓ企業 
又はさいたま市健康経営企業 

以下のいずれかに該当する者 

○ さいたま市と包括連携協定を締結している者 

○ さいたま市ＳＤＧｓ企業として認証されている者 

○ さいたま市健康経営企業として認定されている者 有 無 

点 数 ５点 ０点 

⑹ 入札参加停止 

入札参加

停止 

令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までの間の 

入札参加停止期間に応じて減点 

点 数 １月につき－１点 
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５ 等級区分基準 

等 級 基  準    

Ａ 資格審査数値が７０点以上 

Ｂ 資格審査数値が５０点以上７０点未満 

Ｃ 資格審査数値が５０点未満 

 

さいたま市告示第５２２号 

さいたま市水道局告示第３５号 

さいたま市及びさいたま市水道局が発注する建設工事の請負（以下「建設工事」という。）、設計、

調査及び測量の業務の委託（以下「設計・調査・測量」という。）、道路、河川、苑地及び下水道の維

持管理業務の委託（以下「土木施設維持管理」という。）、物品の製造の請負、買入れ、借入れ、修理

及び不用品の買受等（以下「物品納入等」という。）及び建物管理等役務の提供に関する業務の委託（以

下「業務委託」という。）の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）

に参加する者に必要な資格及びその申請方法等を定めた告示（令和４年８月５日さいたま市告示第１

２１１号及びさいたま市水道局告示第１３３号）１７の規定に基づき追加の資格審査を実施するので、

次のとおり公示する。 

令和５年３月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明 

１ 資格審査申請の受付 

⑴ 受付期間  

ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

(ア) 新規：令和５年５月１日から令和５年５月１９日まで 

(イ) 追加：令和５年５月１日から令和５年５月２６日まで 
イ 物品納入等及び業務委託 

令和５年５月８日から令和５年５月１９日まで 

⑵ 受付方法 

ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

郵送による申請（持参不可）。各受付期間最終日の消印有効 

イ 物品納入等及び業務委託 

郵送による申請（持参不可）。令和５年５月１９日消印有効 

⑶ 郵送先 

ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 埼玉県総務部入札審査課審査担

当（工事） 

イ 物品納入等及び業務委託 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約

課 

⑷ その他 
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ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

令和５・６年度建設工事請負等競争入札参加資格審査申請の手引第１回追加申請用による。 

イ 物品納入等及び業務委託 

令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査申請の手引第１回追加申請用による。 

２ 競争入札参加資格の有効期間 

令和５年８月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

○一般競争入札の告示 

さいたま市告示第５５１号 

さいたま市食品衛生オンラインシステム機器賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 
令和５年３月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市食品衛生オンラインシステム機器賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所食品衛生課外 

⑶ 数量・特質等 
仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和５年１０月１日から令和１０年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登載

され、かつ、引き続き同営業種目で令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をし

ている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
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ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所食品衛生課 

担当 小泉、新美 電話 ０４８（８４０）２２２６ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年４月１１日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年４月１４日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
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るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年４月２４日（月）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所１階食品衛生課執務室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年４月２４日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所保健総務課 
電話 ０４８（８４０）２２０５ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２２８ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所食品衛生課 
電話 ０４８（８４０）２２２６ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２３２ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健所食品衛生課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第５４４号 

教育用プロジェクタ賃貸借（Ｒ５年）について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年３月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

教育用プロジェクタ賃貸借（Ｒ５年） 

⑵ 借入場所 

さいたま市浦和区岸町４－１－２９ さいたま市立高砂小学校外 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登載

され、かつ、引き続き同営業種目で令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をし

ている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研究所 

担当 管理係 電話 ０４８（８３８）０７８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年４月２１日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 



23 

⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年４月２８日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料（設定費用等、当該業務に係る経費の全てを含む。）

１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年５月１５日（月）午前１０時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市立教育研究所３階第３研修室 
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⑶ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年５月１５日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 
さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研究所 

電話 ０４８（８３８）０７８１ ＦＡＸ ０４８（８３８）０８８８ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否  

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市教育委員会教育研究所及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
⑶ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

○公募型プロポーザル方式の手続の開始 

さいたま市告示第４７１号 

さいたま市区民課窓口（一部）業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施します。つ

きましては、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。 
令和５年３月１３日 

  さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 企画提案書の招請に付する事項 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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⑴ 件名 
さいたま市区民課窓口（一部）業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市西区西大宮３－４－２外 

⑶ 業務概要 

さいたま市区民課窓口（一部）業務仕様書のとおり（以下「仕様書」という。） 

⑷ 履行期間 

令和５年９月１日から令和８年７月３１日まで 

⑸ 予算の上限額 

１，７８２，７１３，２４０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本告示日において令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」

という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」で登載され、かつ、引き続き令和５・６

年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本告示日から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下「入札参加停止」とい

う。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市

制定）による入札参加除外の措置（以下「入札参加除外」という。）を受けている期間がない者で

あること。 

⑷ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が、本件に参加していない者であること。 

⑸ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑹ 平成３１（令和元）年度以降、住民異動系業務、証明書等請求受付・交付窓口業務、住民記録

システム等入力等業務若しくは郵送請求等処理業務又は類する業務のうち複数種類の業務を、単

一契約で受託又は同一履行期間に複数契約で受託し、かつ適切に業務を完了（完了見込みを含む。）

した実績を有する者であること。 

３ 企画提案に係る実施要項等の交付 
  企画提案書の提出を希望する者に対し、企画提案実施要項、仕様書等を直接又は郵送で交付する

ものとする。交付を希望する者は、受付先に電話で連絡すること。 
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⑴ 交付方法 
ＣＤ－ＲＯＭ 

⑵ 受付先 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所８階 さいたま市市民局区政推進部 

担当 住民記録戸籍担当 

 電話 ０４８（８２９）１８３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 
⑶ 受付期間 

本告示日から令和５年４月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 

⑷ 交付費用 

無償 
４ 参加意思の表明手続 

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格確認審査（以下「確認審査」という。）

の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、確認審査を受けていない者

は、参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

  ア 参加意思表明書 
イ 企画提案実施要項に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑶に同じ 
※郵送の場合は令和５年４月１４日（金）必着 

⑶ 送付先 
３⑵に同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出期間内必着。） 

５ 参加資格確認通知書の交付 
確認審査終了後、参加資格確認通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
電子メール及び郵送とする。 

⑵ 交付日 
令和５年４月２０日（木）までに交付する。 

６ 質問の受付及び回答 
企画提案書の提出を希望する者は、企画提案に関する事項について、電子メールで次のとおり質

問することができる。なお、電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。詳細は、

企画提案実施要項による。 
⑴ 受付期間 

本告示日から令和５年４月５日（水）午後４時まで 
⑵ 受付先 



27 

ア 電子メールアドレス 
kusei-suishin@city.saitama.lg.jp 

イ 到達確認に関する問い合わせ先 
３⑵に同じ 

⑶ 質問に対する回答 
さいたま市ホームページに、質問及び回答を公表する。 

ア 回答日 
令和５年４月１１日（火）までに公表する。 

イ ホームページアドレス 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p071798.html 

７ 企画提案書等の提出 
⑴ 提出書類  

ア 企画提案書 正本１部、副本１０部 

イ 見積書及び見積内訳書 正本１部 

⑵ 提出期間 
令和５年４月２１日（金）から令和５年４月２５日（火）まで（持参の場合は、休日を除く午

前９時から午後４時まで） 
⑶ 提出場所 

３⑵に同じ 
⑷ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出期間内必着。） 
⑸ 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １⑸に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

８ プレゼンテーションの実施 

企画提案書を補完するため、プレゼンテーションを実施する。 

９ 業者決定の方法  

業者の決定に当たっては、さいたま市区民課窓口（一部）業務委託事業者選定委員会において書

類審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、企画提案実施要項を参照すること。 
１０ 本招請に関する事務を担当する課 

３⑵に同じ 
１１ その他  

⑴ 最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

⑵ 本業務において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

mailto:kusei-suishin@city.saitama.lg.jp
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p071798.html
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⑶ この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑷ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑸ 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

⑹ 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑺ 詳細は、企画提案実施要項による。 

 

 

〔水道局〕 

○特定調達契約の落札者等の公示 
さいたま市水道局公告（調達）第７号 

次のとおり落札者等について公示します。 
令和５年３月３１日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明 
「掲載事項」 
①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 

①７－１ ②次亜塩素酸ナトリウム（単価契約） ４９３，０００ｋｇ ③さいたま市水道局業務部

管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和５年３月９日 ⑤大和化成株式会社埼玉営業

所 所長 田中正月 埼玉県幸手市上吉羽字堤外１８７０－１７ ⑥７３．７０円（単価） ⑦一般

競争入札 ⑧令和５年１月２０日さいたま市水道局公告（調達）第１号 

 

①７－２ ②ガスクロマトグラフ質量分析計の賃貸借及び保守 一式 ③さいたま市水道局業務部管

財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和５年３月９日 ⑤三菱ＨＣキャピタル株式会社

本社 執行役員 安栄香純 東京都千代田区丸の内１－５－１ ⑥５２，９８４，８００円 ⑦一般

競争入札 ⑧令和５年１月２０日さいたま市水道局公告（調達）第２号 

 

①７－３ ②フーリエ変換顕微型赤外分光光度計の賃貸借及び保守 一式 ③さいたま市水道局業務

部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和５年３月９日 ⑤三菱ＨＣキャピタル株式

会社本社 執行役員 安栄香純 東京都千代田区丸の内１－５－１ ⑥３１，６８０，０００円 ⑦

一般競争入札 ⑧令和５年１月２０日さいたま市水道局公告（調達）第３号 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

